
112  第36巻 第1琴  ・－プヱ2－  

紹 介  

英国「倉庫問約款」にいうFinalwa亨■ehouse  

の意義について  

－－John Martin of 工JOndon，Ltd．v．   

Russell事件の紹介p  

坪  井 昭  彦  

－・は し が き  

英誌におけるWaIehousetowarehouse clause（倉膵間約款）ほ保険証券の本文に規  

定された保険老の責任の始約期以上に保険者の危険負担苗任の期間を拡張する目的で設け  
（l）  

られたものであることは今更言うまでもなかろう。  
（2）   

保険証券本文の保険期間約款ほ  

“beginnlng the Adventure upon the saidGoods andMeIChandises fromtheload－  

ing thereof aboard the said ship，and sha11so continue and endure，untiu the said  

Goods and MeIChandises shallbe aIrived at and untillthe same be theIe dis－  

（3） chargedand safelylanded…”と規定しているから，保険者の責任ほ貨物が本船に積込ま  

れた時に開始し，貨物が仕向港において安全に陸揚げされた時に終了する。然し，こ．れで  

ほ仕出地から船秩港，及び陸揚港から最終仕向地までの陸上運送危険を別に保険に付さね  

く1）英文倉庫間約款の詳細については，葛城照三．博士「英文積荷保険証券論」p348以   

下，加藤由作博士「海上危険新論」p．746．以下参照。日・英・独・仏の倉庫問約款の   
解説についてほ，加藤博士け前掲書p742」以下参照。食傭間約款の効果については   

葛城博士「倉博聞約款の効果」（早稲田商学第百号p263、以下）参照。わが国の倉藤  

間約款の解説についでは，葛城博士イ条解貨物海上保険普通約款論」p43け以下参照。  

（2）保険期間約款の解説については，葛城博士「英文積荷保険証券論」p48‖以下同博  

士「海上保険研究」（下巻）p75以下参照。また保険終始期条項の段階的発展につい  

てほ，加藤博士「ロイド保険証券の生成」p67。以下参照，なお各国の積荷保険の始期  

及び終期について論じたものには，加藤博士「海上危険新論」（p715．以下）がある。  

（3）「上記貨物及び商品に対する危険ほ上記貨物及び商品が  に到達するまで，旦そ  

れが其処で荷卸されて安全に陸揚げされるまで継続する。一」   
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（4）  

ほならぬので，その手数を省くために倉庫間約款が創案されたのである。すなわち昨年  

（1962年）まで使用されていた倉庫間約款は次のどとき規定であった。  

“Thisinsurance attaches from the time the goodsleave the warehouse at the  

placenaznedinthepolicyforthe commencementofthetransitandcontinue untill  

the goods are deliveredtotheConsignees’or other finalwaYehoulSeatthe destin・  

ationnamedinthe policy，pIOVided thatin no case shallthe period of cover after  

completion of dischaIge OVerSide of thegoods fromthe oversea vesselatthe final  

＼り port of discharge extended beyond60days・”   

この倉庫間約款における‘‘finalwazehouse”という言葉についてJohn Martin of  
（6）  

London，Ltd．vl，Russell事件で，イギリスの海上保険市場が従来いだいて：U、た見解と異  

なる趣旨の判決が下った。しかして：この判決が契機となって本年（1963年）1月1日より  

同約款ほ改訂され，わが国においても本年4月1日からこの改訂約款が使用される紅至っ  

たので，本稿は主としてこの事件の事実，原告及び被告の主張，判決理由を詳細に紹介す  

ることを目的とするが，それと同時に右判決について若干の私見を加えたいと思う。   

本件（JohnMartinofLondon，Ltd．vu Russell事件）の概要は左の通りである。即ち  

粋精製ラ・－ド7，200箱（cazton）を保険紅付していた原告・John Martinof London，Ltd・  

ほ，被告・GilbertArthur Russell等によって－引受けられたロイズのallrisks policy及  

びInstitute of London Underwriters companies combined policy に基づき1，929ポ  

ンド5シ′リング4ペン∵スの保険金を請求したのであるが，この際問題点となったのは損害  

発生時に．保険担保が依然継続していたか否かということ，つまり倉時間約款にいう“final  

WaI・ehouse”（最終倉庫）の真の意義は何か，ということであった。  

（4）葛城博士「英文積荷保険証券論」p‖3491加藤博士「海上危険新論」pll絡参照。  

Cf．Ⅴ”Dover‘‘AHandbooktoMarineInsurance，”London，6th ed．，1962，p132l  
AInOuld on the Law of MaIineInsurance andAverage，London，4th ed．，1954，  
§4701  

（5）「この保険ほ，貨物が保険証券記載の地の倉滞を運送開始のために離れる時に始ま  

り，貨物が保険証券記載の仕向地の荷受人の倉庫又ほその他の最終倉庫に引渡される   

暗まで，継続する。然し如何なる場合紅おいても，凝終荷卸港における航洋船からの   

貨物の荷卸完了後の担保期間ほ60日を超えないものとする。」  
（6）Lloyd’s List Law Report，Sept．16，1960，p554以下参照。  

Cf．Ⅴ．Dover“A Handbook to MarineInsurance，”London，6th ed．，1962，  
p‖254．   
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ニ 事  実  

原告JohnMartin of London，Ltdは，1957年5月4日～21日の間に，彼等の顧客と  

の間で，ラ－ドを“1anded terms ex quey Liverpool”又は“c．i．f．Liverpool”の条件  

で売却す■る旨の売買契約を締結した。その後原告は，1957年5月7日から20日までの間  

に，ラーItF9，000箱をhnet C．Ⅰ巾F。U…K．PoIt・including packing’’の条件で購入する  

ための契約を締結した。そのうち7，200箱ほリバプールに，残り1．800箱ほマンチ・ェスタ  

ーに送られることに．なっていた。本訴において問題となったのは，リバプール宛に積送さ  

れた7，200箱の分についてであった。  

1957年6月7日に，原告は，／固有の礪症及び品質低rf（inherentviceanddeterioIation）  

の危険を含むか－ル・リスクスの条件で，かつまた，保険証券に添附された協会積荷約款  

（仝危険担保）（Institute Cargo Clauses（A11Risks））及び協会積荷約款（延長担保）（In・  

stitute Cargo Clauses（Extended Cover））に従うことを条件として「シ′カゴ港において  

及びそこから」（atandiIOmtheportofChicago）リバプー）L／港までの条件で機船Man－  

chester Venture号（以，FM号と略称する二）積込みの評価額68，857ドルの米国製純粋精  

製ラ－ド7，200箱につき，被告・保険者との間に保険契約を締結した。   

貨物は1957年6月7日及びそれ以後に，レカゴの荷主の倉庫を灘れ，6月10日にシカゴ  

港でリバグー・ル及びマンチェスダー行きの機船M号に船積された。その後6月10日に船荷  

証券及び送り状が，そして6月17日には船積通知書が発行された。   

M号ほ7月1日にリバプールに到達し，その後7月2日及び3日の両日に亘って貨物は  

荷卸され，M号が荷卸を行った碇泊所専用の上屋（tI・anSit shed）紅，原潜叱よちて指定  

された船内荷役請負業者（SteVedores）の手に．よって搬入された。上屋ほマ－Vイ－・・ド  

ックス及び港務局（MerseyDocks andHarbourBoard）によって所有されて：おり，M号  

がToxtethDockの東側で貨物を荷卸している問，該船舶によって占められている碇泊所  

の反対側の埠頭上にあった。7月2日に荷渡指図書（delive工y OIdeI）が発行され，貨物  

は．原告紅引渡された。上屋内での無料保管時間は72時間であった。  

1957年7月4日に，原告からヲ－ドを買いつけた顧客の1人が自分の貨物を受取るため  

阻上屋に来たところ，コプラについてきたカブト虫（COpra beetle）によりラードが甚し  

く侵害されているのを発見した。カプ巨虫ほ上屋内の被保険貨物の上部の床に保管されて  

いた他の積荷であるコプラから移って釆たものであった。これはロイズ鍔定人（SuIVey・ 
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ing agents to Lloyd’s）の検査により明らかにされた。   

原告ほその使用人叉ほ代理人により，カブト虫を駆除す－るために貨物を冷凍し，手入れ  

し，荷造りをし直し，然る後転保管することを余儀なくされた。これに要した費用は1，910  

ポンド19シリング10ぺンスであり，またロイズ鑑定人に支払った鑑定料及び費用は，16ポ  

ンド13シリングであった。   

既に発行された荷渡指図書は取消され，新たな荷渡指図書が7月18日以後に発行された。  

原告は，1957年11月20日，保険者濫対し1，929ポンド5シ′リング4ぺンスの保険金の支払  

を請求する目的で，彼等の保険ブロー・カー・にその旨の書面を送弔した。その後，保険者の  

見解叉ほ保険業者によって承認された見解を表示してある鵬・通の手紙が，F．C．Danson  

＆Co．と称する海損精算入会社から保険ブローカー宛に送付された。その中で保険者の  

責任は否認されていた。1958年5月1月に，原告ほ本件の事実に．つき保険者に填補責任あ  

る旨の手紙を送付した。   

両当事者間における主たる論点はラー・ドがカブト虫によって．損害を蒙った時，ラードほ  

保険証券によって担保されて・いたか否かということであった0被告側は，倦険証券に関す  

る限り，保険担保ほ貨物が荷卸され，安全に陸揚げされた時に終了した。従って．損害が発  

生した時，ラー・ドほ担保されていなかったと主張した。しかしてこれが立証責任ほ原告側  

に課せられた。   

両当事者間において使用されたInstitute of London Underwrite工S COmpanies com－  

bined policyのうち特に本訴に関係あると思われる部分を列挙すれぼ次の通りである。  

保険証券本文  

BEIT KNOWN THAT AGAR PACKING CO．INC．For account of whomit  

may conceIn．Loss，ifany，payable toJOHN MARTIN OF LONDON 

as we11in their own Name，aS foIandin the Name and Names of alland every  

Other Person or Persons to whom the same doth，may，Or ShallappeItain，in  

Part OIin all，doth nake Assurance，and causeihemselves and them and every  
（1）  （2）   

Of them，tO be assuIed，lost or notlost，at andiIOm  

（1）譲渡約款（Assignment clause）の解説については，葛城博士「英文積荷保険  

論」p31．以下参照。  

（2）遡及約款（“Lost or notlost”clause）及び船積港を示す約款について：は，葛城・  

前掲蕃p39・以下参照9   
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1．Chicago to Manchester  

2．Chicago to Liverpoolorheld coveredatanAdditionalPremiumtobeag工eed．  

upon any kind of Goods and Merchandises，in the good Ship or Vesselcalled  

the  l）L71t（hest（r T：’（1t（tL汀  

theAdventuIeupOn thesaidGoodsand．Merchandisesfromtheloadingthereof   

aboard the said Ship as above and shali so continue and endure during her abode 

there，upOn the said Ship，＆c．；and fuIth？r，untilthe said Ship，With allher   

Goods and Merchandises whatsoever，Shallbe arTived at as above and upon the  
■3・   

Goods and Merchandises untilthe same be there discharged and safelylanded  

at the destination 

in case of anyloss or misfortune，it should belawfulto the assured，   

their factors，SerVantS and assigns，tO Sue，1abour and travelfor，in and about   

the defence，Safeguard and recovery of the goods or any part thereof，Without   

pIe5udice to theinsurance；tO the charges whereof the assurers would con・   

tribute，eaCh one according to the rate and quantity of his sum therein assured  
（4）   

Or rateably according to the extent of their subscription thereto．   

更に保険証券に添附されたInstitute Cargo Clauses（Extended Cover）のうち第2  

条，第3条及び第β粂を列挙する。   

2lIf owing to circumstances beyond the controlof the Assur・ed・eitheIthe   

COntraCt Of affreightmentis terminated at a port or place other than the des－   

tination named therein or the adventuIeis otherwise terminated before deliveIy   

Of the goodsinto ConslgneeS’or other董inalwaIehouseatthedestinationnamed  

in the policy，then，prOVided noticeis givenimmediately afterreceiptof advices   

and subject to an additionalpremiumifIequired，thisinsurance shallremainin   

foICe untilthe goods are soldand delivered at such port oIplace or，if the   

goods are forwarded tothe destination namedinthepo王icyor，tOanyOtherdes・   

tination，untilthe goods have aIrived at Consignees’0IOther finalwarehouse at   

（3）保険期間約款（Durationofrisk cla11Se）の解説についてほ，葛城・前掲番p48・  

以下参照。  
（4）曝書防止約款（Sueandlabourclause）の訳文及び解説については，葛城・前掲   

酋p106，以下参照。   
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SuCh destination，but subiect to thelimitation of period after discharge as pro－  
（5）   

Vided forin Clauselabove．  

3Notwithstanding the provisions of Clausesland2above jf the goods aIe   

SOld（the sale not beingOne Within the provisions o董Clause2）while thisin－   

S血anceis stillin force but before expiry of15days from midnight of the day   

On Which the goods are discha工ged oversidefrom theoversea vesselat the final   

po工t Of dischaIge and following the sale thegoods are tobe forwaded to a de・   

Stination other than that towhich theyareinsured by this policy，thisinsurance  

Shallremainin force only untilthe expiry of the said period of15days atthe   

finalport of discharge oruntilthe goods commence transit at that port at th  
e   

risk of the buyer，WhicheveIfirst occurs．If such saletakes placeafter the ex・  

PiIy Of the aforementioned pe工iod of15days but while thisinsuranceis stillin  
（6）   

force theinsurance shal1cease as from the time of sale 

6．Itis a condition of thisinsurance that theAssured sha11actwith reason－  
（r＼   

abie despatchin allcircumstances within their control．  

三 原告側の主張   

（1）上屋ほ倉庫ではない。  

（2）上屋ほ港湾当局によって∴所有されているのであるから，荷受人の倉庫でほない。  

（3）上屋ほ約款の意味に．おける「最終倉庫」（finalwarehouse）でほない。   

従ってラ－ドほ「荷受人のもしくほその他の最終倉庫」に到達してし、なかったのであり，  

損害発生の時，貨物ほ約款第1灸のもとにおいて依然担保されていた。貨物が荷受人に引渡  

されるかまたほ60日が経過するかいずれか短かい方が起る暗まで，保険ほ有効に存続した。  

（4）保険証券紅おいて「担保された損害が発生した場合，単に所有権が移転したという理  

由のみで，貨物の所有者は被保険利益を有してこいなかったと考えることほ不可能である。  

保険証券が損害を担保し，そして貨物が損害を蒙ったのであれば，その規準は，われわれ  

が損害発生の日に経済上の利益を有していたか否かということである。われわれが利益を  

（5）（6）運送打切約款（Termination of adventure clause）の訳文及び解説について  

ほ，葛城・前掲書p367・以下参照。  
（7）迅速処置約款（Reasonable despatchclause）の訳文及び解説についてほ，葛城こ   

前掲蕃p．438．以下参照。   
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璃している以上，われわれほ明らかに経済上の損害を蒙るほずであったから，財産が移転  

したか否かということほ少しも重要なことでほない。問題の時期（materialtime）にわれ  

われほ被保険利益を有していたことほ明らかである。ラードほ問題の時期，すなわち6月  

7Elから7月4日までの間，われわれの貨物であったから，われわれほ利益を有していた。  

褒主（顧客）がラ－・ドの引渡を受ける暗まで，貨物が損害を蒙ったか否かということにつ  

き，われわれは経済上の利害関係を有してこいたことほ疑いない。  

（5）約款第3灸の目的は，転売された貨物を，買主に責任が移転する暗まで担保するこ  

とである。貨物ほ保険契約締結後，しかも上屋に搬入される以前に売却されたのであるか  

ら，約款第3条に基づき問題の時期にほ，保険に付されていた。保険証券が有効となる  

か，あるいほ．保険契約が締結される以前に，貨物が売却されたという，被告が抗弁におい  

て：主張したごとき事実ほない。嘩顧止の上屋は原票の最終の仕向地でもなけれほ，リバプ  

ールにおける唯¶・の仕向地でもない。貨物ほ被告が抗弁で主張したごとき場所で，あるい  

ほその他全ての場所で顧客に引渡されたという事実ほ存在しない。  

四 被告側の主張   

（1）上屋ほ約款にいう倉障である。倉庫として．記載されたマ－レイー・・ドックス及び港  

務局に所属する他の建物が存在するという事実ほ，上屋がこの特別約款にいう倉療たるこ  

とを妨げるものでほない。  

（2）担保は，貨物が最終倉庫である上屋内に置かれた時，終了した。たとえそうでない  
●●●●●●  

●●ヽ＝＝●●●●● として．も，荷受人が最終創革に貸物を送ることを意図しなかった場合にほ，担保は貨物の  

荷卸と同時に，終了した。   

約款第1条に関する限り，ラ－・ドが上屋紅搬入された時に，ラ－・ドほ荷受人紅到達した  

かまたはその他の最終倉庫に到適した。そしてこの場合，約款第1条が適用され担保ほ終  

了した。あるいほラードがリバプールにおける如何なる最終倉庫にも運送される予定がな  

かった場合，約款第1条ほ適用されない。   

原告ほ，1957年5月隠保険契約が締結される以前に，ヲ－ド7，200箱をリバプー・ル以  

外に居住する多数の買主（顧客）紅売却したか／または売却する契約をなした。右の売買  

契約中にほ，貨物が引渡されるかまたほ保管されるかについて何らの規定もなく，また何   

らの合意もなされなかった。貨物が埠頭上の上屋以外の一切の倉庫もしくは場所に引渡さ  

れること，またほ保管されることを意図しなかった。しかし貨物の引渡しほ，埠頭上の上屋   
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において買主（顧客）によって行われることが意図されていたので，その上屋ほ原著の最  

終的な，そしてリバプールにおける貨物にとってこの唯一・の仕向地であった。保険証券の其  

の解釈に基づき，貨物が埠頭の上屋に引渡された時，協会横荷約款（延長担保）第1条の  

意味における保険証券所定の仕向地（つまりリバプール）の荷受人（原告）の最終倉庫に 

貨物ほ引渡された。従って保険証券に基づく貨物についての保険ほ麿了した。故に害虫に 

よる損害が発生した時，ヲ－－ドは担保されていなかった。  

（3）約款第3条に関しては，保険が有効となる以前紅貨物ほ売却されたのであるから，  

この事実は約款に該当しない。約款のもとにおける論点は，「貨物は売却された」という  

言葉によって意味されるものほ何かということである。もしそれが財産の移転した時を意  

味するのであれほ，仲裁に付託した二人の顧客の場合を除いて，財産ほ荷卸の日から15日  

以後長期間に．至るまで移転しなかったのであり，貨物ほ，保険が有効であるがしかし15日  

の経過する以前に，売却されわばならなかった。大部分のラードほ荷卸後15日を充分に経  

過するまで移転しなかった。   

もしカブt・虫が襲来する以前に所有権が移転していたのであれば，庶告ほ何らの被保険  

利益も有しなかった。保険金を回収し得るためにほ損害発生時に，被保険利益を有して．い  

ることが必要である。  

五 判  決  

本件についてこは1960年4月26日から28日の3日間に亘り口頭弁論が行われ，1960年5月  

18日（水曜日）紅，PeaISOn判事ほ，次のどとく判示した。   

「上層ほ倉庫であり，貨物ほ．『荷受人の又はその他の倉庫』の中に在った。しかし上屋  

は『最終倉庫』ではない。荷受人が最終倉庫に貨物を送ることを意図しない場合，担保は  

終了するという保険者の主張ほ，約款に合理的な実務的意義を与えない。従って損害が発  

生した時，貨物は依然担保されていたのであり，保険者は本件の損害を填補する窟に任じ  

なければならない。」と。なお，判決理由は次の通りである。  

（1）上屋は倉庫である。（原告側の主張（1），被告側の主張（1）に対する見解）   

担当判事は，その物理的性格（physicalcharacter）を根拠に上屋ほ約款の意味把おけ  

る倉庫に非ずとなす原告の主張を排斥し，r‘上屋ほ倉庫である」ことを認め，その理由と  

して，「倉膵」という言葉にほ広い意味が与えられるべきであり，その言葉の通常の概念  

に従えば，その言葉が本件の上屋を含む程充分に広義のものであること，また保険担保の   
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童効期間が，荷受人又ほ他の者による貨物保管のために使用される建物の物理苫性格によ  

り，影響を受けるぺき何らの理由も存在しないことを指摘している。  
（1）  （2）   

原告はOveISeaS Commodities，Ltd．v”Style事件紅おけるMcNair判事の見解を  

用したが，Pea工SOn判事ほこの見解が何らかの助けを与えるものとは思われないとして，  

これを斥けた。  

（2j 「貨物ほ荷受人の叉ほその他の倉庫」の中に在った。（原告側の主張（2），被告側の  

主張（1）に対する鼠解）   

同判事は，たとえ上屋が倉膵であるとしても，それはマ－ペンイ－・ドックス及び港務局  

の所有物であるから，荷受人の倉庫でほないという原告の主張を排斥し，如何なる場合紅  

おいても，貨物保管のため荷受人により使用される倉庫は，たとえ荷受人が倉備に対する  

自由保有権（freehold）又ほ定期賃借権（1easehold）を有していないとしても，それは約  

款の趣旨からいって荷受人の倉庫であることを妨げる事由とほならない，と述べた。  

（3）リバプール匿おける上屋凋『最終倉膵』ではない。（原望側の主張（3），被望側の主  

張（2）紅対する見解）   

判事ほ“finalwarehouse”という表現は巌終に非ざる倉膵（non－finalふarehouse）の  

存在を予期しており，nOn・董inalwaIehonseの例として：“transitshed”以上の好例を見  

出すことは困難か，あるいは不可能であろうとした。上屋とほ，貨物が荷卸された後どこ 

か他の場所へ更に移動することを待機している閤，－・時的に置かれるところの場所であ  

り，“tIanSit”という言葉それ自体が，『・山・時的な』性質を現わしている。また船舶が荷  

卸を行う晩 貨物を上屋内に搬入することが波止場貨物免許取扱人（Master PoIter）の  
（3）  （4）  

慣行であるというマ－レイー・ドックス及び港務局の回答を銘記すべきである。上屋は貨  

（1）Overseas Commodities，Ltd・V”Style，（1958．〕1Lloyd’s Rep」546 

（2）Lloyd’s List Law ReportsSept．16，1960，p巾563参照。  

（3）Master PoIter Bye・laws（Master Porter条令）のプリント中の蚤要部分を摘記  

すると  

「鈷荷が舷側から直接将に荷卸されないか，又は直接鉄道又ほ．道路車輌に荷卸  

されない場合には，上屋にそれを保管することが通常の慣行に合致す畠ものであ  

る。」   
L10yd，s List Law Reports，Sept‖16，1960，p561．参貝鮎  

（4）これは，1959年5月20日にマ）－ヤイ－・ド，yクス及び港務局から HenryDiape工  

＆Co．，Ltd・（原告の代理人であり，貨物を管理していた）に送付された手紙の－・部  

である。  
「BoaId’s dockの上屋はBoardによって∴所有されている。碇泊所が Board   
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＼8）  

物が荷卸後直さに．搬入ちれる場所である。マ－レィー・ドックス及び港務局の規則の効果  

は無料使用（free rent）又ほ特別料金使用（SpeCialrent）のために，上層が埠頭と看倣  

されるか，あるいほ上屋内の貨物が埠頭上の貨物と看倣されるということにある。約款第  

1条のもとにおいて，埠頭上への貨物の単なる積上げが保険を終了させないことほ明らか  

である。貨物の埠頭上杭上げ後，保険ほ即日間有効紅存続する，と述べた。  

（4）本件貨物に関しては，所有権は問題の時期に買主（顧客）に移転していなかった。  

（原告側の主張胤 被告側の主張（2），（3）に対する見解）   

本件における原告及びその顧客間において．締結された売買契約は銘柄による不特定貨物  

の売買契約であるから，所有権の移転は，顧客又はその代理人が車できて，貨物の自己に  

属する部分を彼の単に積込んだ時に生じるのである。従ってそれ以前の如何なる段階にお  

いてこも所有権が移転したとは云い得ない。   

また「売却された」（SOld）という言葉の定義は存在しないが，その意義に関して幾つ  

かの見解が取られうる。例え．ば，（1），売却するための合意をなすことを指す。（2），所有権  

の移転を指す。（3），理性ある実務家が「売却された」という言葉によって理解して来た所  

のものを意味する。r4），売却叉ほ威売の特定の行為を指さず，その地位（StatuS）が保険  

期間開始の前後に取得されたと否とを問わず，貸物が売却された貨物として．の地位を有し  

て：いることを指す。  

（5）約款第3粂のもとに．おいてほ．，貨物が売却され，その売却後に継搬される予定であ  

る場合，運送が買主の責任においてリバプール以外のある場所に向かって開始するかまた  

ほ荷卸後15日を経過する時のうら，何れか先に起る暗まで担保は有効紅存続する。（原告  

により船舶の使用に供せられる時，そのような碇泊所の上屋はその碇泊所で荷卸さ  

れるべき積荷に関する使用のために利用される。荷受人からの反対の特別な指示が  
ある場合を除き，上屋に積荷を保管するために積荷を受取り，特定の酷荷にとり適  

切である（applicableto）所の計塵等に関する一切の要求を遂行するぁがMaster  

Porterの慣行である。Master Porterが上屋に麓荷を保管するために特別の指示  

を受けるということは慣行ではない。けだし上屋ほ，舷側荷卸しに関する特別の指  

示がある場合を除き，披が積荷を保管するための通常にしで慣習上の場所であるか  

らである。」   
Lloyd’sList Law Reports，Sept．16，1969，p．561．参照。  

（5）Acts and Regulations of the MeISey Docks and r［arbour Board の中紅次の  
ごとき言葉がある。  

「上屋内の貨物は3日間の無料使用及びその後は特別料金使用のため埠頭上の  

貨物として取扱われる。」   
LIoyd’s List Law Reports，Sept．．16，1960，p．561小参照。   
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例の主張（5），被告側の主張（3津こ対する見解）   

本件貨物は仮売買されていた（the goods ex hypothesihave been sold）のであるか  

ら，貨物が到達した後保管された上屋ほ，「荷受人の最終倉庫」を構成しない。従って荷  

受∧紅関する限り，貨物は最終仕向地（fizlaldestination）軋到達したのである。かかる  

場合，保険ほ15日間有効に存続する。若し貨物が15日経過以前に買主に引取られるなら  

ば，担保が終了する瞬間ほ，運送が買主の責任において開始する瞬間である。   

更に約款第3条のもとにおいては，貨物が陸揚後売却されその後に地政される場合が生  

じ得る。かかる場合，贋物が埠頭上で売却されるのを待機している聞及び上屋内に在る間  

担保ほ有効に存続する。荷受人の意思は彼が貨物を売却し得るか否かに．かかって．いる。し  

かし贋物が売却されている貨物である場合，担保は，運送が買主の責任においで一リバプー 

ル以外のある場所にご向かって開始する暗まで，有効に存続する。   

Pearson判事ほWestminsteIFire O董iicevいReliance MarineInsu工anCe Co皿pany  

（6）                   （7） 事件におけるLordJusticeRomerの見解を引用し，本件における上屋は，巌熊倉庫で  

（6）WestminstelFiIe Office vlRelianCe MarineInsurance Company，（1903）19  
T．L．R．668 

本件においてほ，CalctlttaからDunddeeまで騎送される斉藤（jute）につき被告   

会社によって引受けられた海上保険証券にもとづき訴訟が提起された。保険証券は欄   
外に次のごとき約款を含んでいた。  

“Including allrisk of craft to wharf o工eXpO工t VeSSelat port of discharge，   

andin the event of the goods being temporarily placed uponthe quay，itis   
agreed to holdthe samecoveredwhiletheIeand untilldeliveredtotheexport   
vesseloIat any Wharf or・WaIehousewithinthelimits of the port．”   

1899年4月14日に船舶はDunddeeに到達し，港の慣行に従い，選麻の若干の包みが   

陸揚げされ，保管及び計患のために埠頭上の「上屋」内に搬入された。荷受人ほその   

時美麻の最終仕向地についでの決意をしていなかった。彼ほ責麻を売却しようと顛め  
て言いたがまだ買手を見付けることに成功しなかった。港の条令によれほ，黄麻は48時   

間以上上屋内に留め届かれることは出来なかった。（ただし多数船舶の同時到達によ   

る切迫がない場合，この規則は厳格に強行されなかった。）4月17日，上屋内で火災   

が発生し，そこに在った黄麻は甚だしく損傷した。火災保険証券に基づき荷受人に損   

害額を支払った原債会社ほ，荷受人の海上保険証券を譲り受け，訴訟によって，被書   

からの損害客削亘】収の請求を行った。事件は，海上保険証券申の前述の約款の解釈によ   

って決定された。Kennedy判事は，損害ほその約款によって担保されたと判決した。  

しかしてこの判決ほ，上院において確認された。  
Chalmers’MarineInsuranceAct，1906，p．173．Arnould on the LawofMa工ine   

Insurance and AveIage，London，4th edl、，1954，§470nl85l参照。  

（7）「保険証券ほ埠頭上への単なる引渡を超えた何かを担保するよう明らかに意図され   

ていた。担保された航海及び危険はっ黄麻が埠頭上紅置かれた時終了するはすでほな   
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ないことほ．，全く明白であり，上屋ほこの港の慣行に従えほ，貨物が船舶から荷卸される  

と直ちに搬入され，そこで他の場所へ継放されることを待機している場所に過ぎないと，  

述べた。  

（6）荷受人が最終倉備に貨物を送ることを意図しない場合，担保ほ終了するという保険  

者の主張ほ，約款に実務上合理的な意義を与えるものでない。（被告側の主弧2）に対する  

見解）   

判事は荷受人が最終倉庫紅貨物を送ることを意図しない場合，保険担保は貨物の荷卸と  

同時に終了するという被告の主張を排斥し，かかる場合に・おいても貨物は依然担保される  

ぺきであることを認め，被告の主張を排斥する理由として．，第1に，かかる解釈ほ約款に・合  

理的な実務的意義を与えず，荷受人の意志の変更及び意思の動揺（fluctuatingintention）  

によって，時にほ担保され，時に．は担保されないという不都合を生ぜしめること，第2  

に，約款の文言は「貨物」を担保することを明言しており，重要な時期における重要な者  

（つまり荷受人）の意図，即ち彼が貨物を最終倉庫に継投することを意図しでいる場合に 

限り，貨物は担保されるべきであるというような条件ほ何も存在しないこと，を指摘して 

いる。  

六 む  す  び  

私見に．よれは，本件判決におけるPeaISOn判事の「上屋ほ最終倉庫に非ず」となす見  

解は正当と考え．る。この点事件の内容は異なるが，G．H」Renton＆Co．，LtdいV．Black  
（1）  

Sea ＆ Baltic GeneIalInsuIanCe Company，Ltd．事件の判決における「本訴の木胡   

かったし，黄麻が上屋内紅置かれた時，保険は終了しなかった。貨物が輸出船又は港   

の境界内に在る波止場もしくは倉庫に継搬されない場合，何がなされるべきかについ  

て約款ほ明文を以って規定しなかった。しかし実務的観点からいって黄麻が上屋を離   

れた時，航海が終了するであろうこ．とは明らかであった。荷受人は，貨物が埠頭に置   

かれる以前に，貨物の仕向地についての決意をなすことを要しない。」  
Lloyd’sList Law Reports，Sept。16，1960，p．565．参頗。  

（1）GいH．Renton＆Co・，Ltd”V．Black Sea＆Baltic GeneralInsurance Comp 

any，Ltd．（1940）Ll．L．R．Volr68pplr71－74 

こ．の草庵における原告は，製材をイガルカよりロンドンまでの運送に付き保険紅付   

した。附款とし七次のごとき木材商連盟の保険約款（第2条）が添付された。  
‘‘Including risks ofh nOn・deliveIy，irIeSpeCtive o董percentagefrom  

the tine ofleaving mill，Warehouse，董actory， unti11discharged at port of  

destination；and whilstin tr・anSit byland and／or wateItO final destination   
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についての最終仕向地ほ，上屋すなわち木材が船舶より最初に．荷卸せられた場所である。」  

となすColdecote判事の見解を引用することが出来る。この見解ほ，「－貨物の到達後，  

そ甲保管のために優用される上屋は『荷受人の最終倉庫』を構成しない○従って荷受人に  

関する限り，貨物ほ軒最終仕向地』に到達した紅過ぎない。」というPearson判事の見解  

と－・脈相通ずるものがある。船舶が荷卸を行う時，特別の指示がある場合を除き，貨物を  

上屋内に搬入することが港の慣行であり，またマー・レイー・ドックス及び港務局の規則に  

よれば，無料使用またほ特別廉価料金を以って．する使用のために，埠頭上の上屋は埠頭と  

肩倣され，上屋内の貨物ほ埠頭上の貨物と看倣されるのであるから，貨物が上屋に搬入  

された時，貨物ほ最終仕向地に到達したのではあるが，荷受人の「最終倉庫」に到達した  

のではない。従って損害が発生した時，貨物ほ約款第1条によって依然担保されていたと  

いえる。また“fin云Iwarehouse，、という表現ほ．“non，finalwarehouse”の存在を予想  

させ，その例として“transit shed”以上の好例を見付けることほ不可能に近いという  

PeaISOn判事の見解は，正妃当を得たものであると思う。   

またPeaISOn判事ほ，本件の場合，原告とその顧客間において締結された売買契約ほ銘  

柄による不特定貨物の売買契約であり，原告ほこの顧客との売買契約を履行する目的で，  

ヲ－ドを購入したわけでは必ずしもなかった。また船積後発行された船積通知書のいずれ  

もが，特定の貨物を特定の売買契約の対象として充当（appropriate）しておらず，従っ  

て広い漠然とした意味で本件の秩荷ほ売却されていたと云い得るかもしれないが，売却と  

いう目的のための完全な充当ほ存在しなかったのである。それ放この段階では未だ所有権  

が移転したとは云い得ない。東に貨物荷卸後発行された荷波指図書ほいずれも荷印を表示  

していたようであるが，荷波指図番に表示された貨物の数意は全契約の－・部紅過ぎず，従  

ってこの段階でも未だ売買契約のためにする袋物の充当は存在しなかったのである。充当  

は，顧客又はその代理人が番できて－，貨物の自己紅属する部分を彼の認に嶺込んだ時紅生  

there orin theinterior：’   

木材の－・部がロンドンにおいて引渡されなかったので，原告はその価額及び利子を  

被告に請求した。   
Coldecote判事は，木材の引渡があった暗か，少くも随紡通知書が発送された時  

紅，初めて木材は最終仕向地に到達したといえるとなす原告の主張を排し，船舶より  

陸揚され・－・纏めに頓上げられた埠頭の場所を木材の最終仕向地と認め，保険者の担保  

責任は貨物が最終仕向地に到達すると同時に終了する。従って保険者に填補式任なし  
と判決した。   
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じたであろう。これが売買契約にいう貨物の－一部の充当であり，この時に・のみ所有権は移  
（2）  

転したといえる，という見解を述べて．いるが，この見解ほ保険某省及び貿易業者紅とって   

極めて蟄要な意義を有するものといえよう。   

約款欝3条紅ついてほ，Pea工SOn判事も述べているごとく，貨物が陸路げされる以前に 

売却され，然る後に継搬される予定である場合，もし貨物が荷卸後継赦されないならば，担  

保は陸揚後15日間有効に存続するが，継搬される場合にほ，貨物が買主の買任においてリ  

バプール以外のある場所へ伺って運送を開始する時まで有効に存続するのである。従って  

本件貨物ほ．，損害発生の時，依然担保されていたといえる。また貨物が陸揚後売却され然  

る後に．継搬される予定である場合，保険担保ほ，貨物が埠頭上において売却されるのを待  

機している聞及び上屋内にある間有効紅存続するのであり，担保が終了する瞬間は，運送  

が買主の責任匿おいて．リバグール以外の場所へ向って開始される瞬間であるといえる。   

また同判事は．，「約款第1条ほ，貨物がリバプールの『最終愈嵐』に継赦されるであろ  

うということを予想しているが，もし貨物が継赦されない場合，∵－・体どうなるかという問  

題に？いてほ，約款第3粂，第6条及び『’シカゴからリノ十プールまで，但し追って協定さ  

れる割増保険料をもって担保を継続することあるべし』（Chicago to Liverpoolorheld  

covered at an AdditionalPIemium to be agreed）という保険証券本文の文言が解決を  

与える手がかりとなろ・う。」と述べでいるが，この見解膵正しい。   

最後に，「荷受人が最終倉庫への貨物の継搬を意図していない場合頂保は貨物の上屋内  

搬入と同時に終了し，荷受人が継搬を意図している場合に限り担保は存続するという被告  

側の主張ほ，約款に合理的な実務的意義を与え．ない不合痙なものであるといえる。けだし  

かゝる場合には，時々の意思の動揺によって時虹は担保され，時にほ担保されないという不  

合理を生ぜしめるからである。またか」」る条件を示す如何なる表現も約款上にほ存在して 

いない。従って継搬の意志の有無を問わず貨物は担保されるぺきである。」となすPea【SOn  

判事の見解は正当であり，荷主保護の立場及び約款の解釈紅対する判事の慎重な態度を示  

（2）Lloyd’s List Law Report，Sept．16，1960，p．560n参照。  

我妻栄博士「物権法」（民法講義Ⅱ）p．54イ目的たる権利が特定，現存しかつ売主   
が処分し得るものである場合には，その権利ほ．，原則として，売買契約によって買主   
紅移転する。然し，そうでない場合には，改めて目的たる権利を買主に移転する行為   

をしなければならない。不特定物の売買でほ，売買の目的物が特定した時把所有権が  
移転すると解すべきである。」   
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すものとして注目に催するものといえよう。   

以上簡単に私見を加えたわけであるが，これまで，貨物が仕向地で荷卸され，被保険者  

の支配下に置かれた後，被保険者自身により分配されるか，または被保険者の指図に従っ   

て所謂上屋から分配される場合，あるいほ被保険者が彼自身の指図のもとに貨物を倉庫に 

継赦することを・意図していない場合には，保険担保ほ直ち紅終了するとの見解を取ってき   

たイギリス海上保険市場化とって，本件の判決ほ正に青天の霹靂のごときものであった。  

しかして：この判決を契機として，英国海上保険市場軋 「最終倉庫」の意義を明確化する   

ため1963年1月1日附でInstitute Cargo Clauses（W。A．，F．Pu A．and AllRisks）  
（＄）  

を改訂実施した。またわが国でも4月1日からこれと同旨の約款を使用すること紅した。  

以上が英国の倉庫間約款にいう「最終倉庫」の意義をめぐる訴訟事件の概要の紹介であ  

るが，本件を通観して感じられることは，その立論の妥当性と，実務上からする荷主保護   

の立場ではなかろうか。売買契約締結に伴なう所有権の移転，さらにほそれに．関連して生  

ずる被保険利益の有無の問題も附随的でほあるが，本件の重要なポイントの一つとな、ら  

た。しかし本件でほこれらの点ほどちらかといえば附随的であって，審理の中心ほ専ら約  

款紅いう「最終倉庫」の意義および，被保険者の転売の意志の有無ゐ効果ということであ  

った。いま少しつっこんだ批判を加．え．たいと念じたが，殆んど事件の紹介程度に終ったの  

は残念である。今後に期したいと思う。  

（3）1963年1月1日より使用される約款は次の如きものである。  
Transit Clause（incoIpOrating WaIehouse to Warehouse Clause）．  

1 This insurance attaches from the time the goods leave the warehouse 

Or place of stoIage at the place namedin the policy for the commencement  

Of the transit，COntin11eS during theoIdinarycourseof transit and terminates  

eitheIOn delivery  

（a）to the Consignees’or other finalwarehouse or placeof storageat the  

destination namedin the policy，   

（b）toanyotheIWarehouseらrplaceofstorage，Whetherpriortooratthe  

destination namedin the policy，Which theAssuIed elノeCt tO uSeeither  

（i）for storage other thanin the ordinary course of transit  

O【  

（ii）foIa1locatior10r distribution，  

0【  

（C）on the expiry of60days after completion of discharge overside of  

the goods herebyinsured from the overseavesselat the finalport of  

discbaIge，   
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whichever shall壬iISt OCCur 

If，afteIdischargeoverside from the oveISeaVeSSelatthe finalportofdis・  

Charge，but pIioItO termination of thisinsurance，the goods aIe tO be for・ 

Warded to a destination other than that to which theyareinsured beIeundeI，  

thisinsurance whilst remaining subiect to terminationもS pfOVided for above，  

sha11notextendbeyondthecommencementoftransitto sucllOtherdestination・   

Thisinsurance shal1remainin force（Sub5ecttoterminationas prov’ided for  

aboveand to theprovisions of Clause2below）during delay beyond the con－  

trolof the Assured，any deviation，forced discharge，reShipment or tranship－  

ment and duIing any variation of the adventure aIising from the exercise of  

alibertygIar）tedtoshipowners or chaItererS underthecontract of affreight－  

ment，but shallin no case be deemed to extend to coverloss damage o工eX・  

pense proximately caused by delayoIinheIent Viceor natu工e Of the subiect  

matteIinsured”   

Termラnation of Adventure Clause．   

2．If owing to circumstances beyond thecontrolof theAssured either the  

contractofaffreightmentis terminated at a portorplace otherthan the des－  

tination named therein or the adventuIeis otherwise terminated before de・ 

1iveryofthe goodsas provided forinClauselabove，then，Subject toprompt  

noticebeinggiventoUnderw工iters and to an additionhlpIemiumifrequired，  

thisinsurance shaHIemainin for’ce untiiejther  

（i）thegoodsa工e SOldanddeiiveIedatsuchportorplace，Or，unlessother・  

wise specially agreed，untiltheexpiryof60days aftercompユetionoL dis－  

charge ove‡Sideof the goods heIebyinsured＝hom the oversea vesselat  

such port or piace，Whichever shallfirst occur，  

0】一  

（ii）ifthegoods areforwardedwithinthe said periodof60days（or any  
agIeed extension thereof）to the destination namedin the policy or to   

anyother destination，unti7terminatedinaccordance w地the provisions  

Of Clauselabove 

（1963年1月10日稿）   
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